
 ※最新のケアプラン新規契約受付状況については、各事業者へ直接お問合せください。

整理
番号

事 業 者 名 住      所 電話番号 FAX番号

1 居宅介護支援事業所あさひな 朝比奈町１０７ 788-1133 788-2225
2 介護支援サービス 守の会 ⼄舳町１０−２４オープスト野島１０７号室 370-7467 370-7468
3 医心館 居宅介護支援事業所 金沢文庫 釜利⾕東２−３−７ 353-5625 353-5626
4 陽光の大地介護保険センター 釜利⾕東２−３−１０ いしかたビル４階 489-6002 781-3221

5 やさしい手金沢文庫居宅介護支援事業所
釜利⾕東２−１６−３０ ⾼野ビル３階 １３０１
号室

050-1744-
5072

050-3535-
7806

6 社会福祉法人 倖和会 金沢美浜ホーム 釜利⾕東４−１２−１ 788-1600 788-1616
7 横浜かなざわ居宅介護支援事業所 釜利⾕東７−１４−４３ 349-5354 349-5354
8 オーキッドケアプランセンター 釜利⾕南１丁目１番１１−４０３号 374-3818 374-3819
9 横浜市釜利谷地域ケアプラザ 釜利⾕南２−８−１ 788-2901 788-2906

10 横浜市⻄金沢地域ケアプラザ 釜利⾕南３−２２−３ 788-2228 780-3080
11 横浜市⻄柴地域ケアプラザ 柴町３４３−５ 780-1150 780-1153
12 医療法人社団柴健会介護支援事業所のぞみ 柴町２８４−７ 784-0838 784-0838
13 居宅介護支援 ゆい 洲崎町１−５ 790-1020 353-9291
14 ケアサポートかなざわ居宅介護支援事業所 ⼤道１−１２−３１ 788-1165 788-1170
15 ⻘空ケアセンター 泥⻲１−１５−２ ひいちやビル３Ｆ 349-8077 784-6101
16 横浜市福祉サービス協会 金沢介護事務所 泥⻲１−１７−１５ ⼤⻄第３ビル２階 780-5136 780-5138
17 横浜市泥⻲地域ケアプラザ 泥⻲１−２１−５ いきいきセンター⾦沢内 782-2944 782-2959
18 居宅介護支援 介護ネットプラザ 泥⻲２−７−３ 784-1271 349-3700
19 居宅介護支援事業所わかくさ 泥⻲２−１２−１ 784-6900 786-9822
20 けいすいケアセンターかなざわ 泥⻲２−１３−１ ⾦沢⼋景第１京急ビル１階 780-6511 780-6510
21 たすかる介護 富岡⻄２−３−１野本ビル３階 349-9512 349-9513
22 横浜市富岡地域ケアプラザ 富岡⻄７−１６−１ 771-2301 771-2360
23 横浜市並木地域ケアプラザ 富岡東２−５−３１ 775-0707 775-0877
24 横浜市富岡東地域ケアプラザ 富岡東４−１３−３ 776-2030 770-5010
25 居宅介護支援事業所きづな 能⾒台通２１−２３アイカビル１階 780-3270 780-3271
26 金沢ヘルパーステーション 能⾒台通３−３−２０１ 789-0133 791-5337
27 ケアマネセンター もこりた 横浜金沢 能⾒台通５−１８ パークハイム能⾒台２０１ 349-5906 349-5907
28 横浜市能見台地域ケアプラザ 能⾒台東２−１ 787-0991 787-0993
29 介護老人保健施設 能見台パートリア 能⾒台東１０−１ 790-5736 790-5737
30 あやめの里 平潟町１３−８ ハイツビーンズエルＡ−１０１ 701-3591 352-7472
31 介護支援センター あゆむ 町屋町３−３０ ⾦沢中央サンハイツ５０８号 353-8441 353-8442
32 ツクイ横浜金沢八景 町屋町１０−２ ラ・メール⾦沢１０２ 790-6147 790-6148
33 居宅介護支援事業所 ランタン 六浦５−５−１３ メゾン南糧３０１ 370-8930 370-8932
34 アースサポート金沢八景 六浦１−１２−２１ 785-3500 785-3833
35 横浜市六浦地域ケアプラザ 六浦５−２０−２ 349-5141 349-5119
36 金沢居宅支援センター 六浦４−１１−３７ハイツロポーム１０３ 790-6121 790-6122
37 ケアプランこのはな金沢文庫 ⾕津町３５２−１ 352-8841 352-8842
38 横浜市柳町地域ケアプラザ 柳町１−４ 790-5225 790-5227

注）住所の五十音順に掲載しています。
（出典）かながわ福祉情報コミュニティー（www.rakuraku.or.jp）

金沢区 居宅介護支援事業所 一覧
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⾦沢区⾼齢・障害支援課 

 ※ 要介護の認定を受けた方が 居宅介護サービスを受けられる際には、原則 ケアマネージャー（介護支援専門員）による
   ケアプランの作成が必要となります。


